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ファイザー社及び武田/モデルナ社ワクチンの配分に関する要望 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためには、ワクチン接種が極め

て有効であることは論を待たないが、現在の都の感染状況を踏まえると、

国から示されている第１３・１４・１５クールの都へのファイザー社ワク

チン配分量は、不十分なものと言わざるを得ない。区市町村は第１２クー

ルまでの基本配分計画を念頭に接種計画を策定しており、ワクチンが集

中的、重点的に配分されても、それに即応できる接種体制となっている。 

こうした点も十分考慮し、感染拡大リスクがより高い、緊急事態宣言が

発令されている地域については、国の調整枠を活用して優先的にワクチ

ンを配分するなど、都内区市町村の接種体制・接種能力に応じた必要十分

な量のファイザー社ワクチンを配分することを要望する。 

あわせて、武田/モデルナ社ワクチンの配分予定量につき一定の目処が

立ち、新たに配分できる見込みとなったことを踏まえ、都内の大規模接種

会場で使用する武田/モデルナ社ワクチンについても、都及び都内区市町

村の希望に応じた必要十分な量を配分するよう要望する。 


